
〇厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則（平成二十六年厚生労働省令第

三十三号）（抄） 

 

（法第十三条第一項の特定認定の申請） 

第十条 法第十三条第一項の規定により特定認定（同項に規定する特定認定をいう。

第十二条第七号、第十三条第二号、第十五条第二号及び第十六条第二号において同

じ。）を受けようとする者は、あらかじめ、法第十三条第二項に規定する申請書及

び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこ

れに付随する契約に基づき使用させるもの（以下単に「施設」という。）の所在地

を管轄する都道府県知事（その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ

る場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同

じ。）に提出しなければならない。 

 

（令第十三条第六号の滞在者名簿） 

第十条の二 令第十三条第六号の滞在者名簿は、第六号様式によるものとし、その作

成の日から三年間保存するものとする。 

２ 令第十三条第六号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 

一 施設 

二 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者（次号において

「事業者」という。）の事務所 

三 事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所 

３ 令第十三条の厚生労働省令で定める事項は、滞在者の氏名、住所及び職業のほ

か、滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番

号とする。 

 

（令第十三条第七号の周辺地域の住民） 

第十条の三 令第十三条第七号の厚生労働省で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 施設を構成する建築物に居住する者 

二 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物（外壁間の水平距

離が二十メートルを超えるものを除く。）に居住する者 

三 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地（以下「道路等」とい

う。）に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が十

メートルの範囲内の土地に存する建築物（外壁間の水平距離が二十メートルを超

えるものを除く。）に居住する者 

２ 都道府県知事は、施設の周辺の土地利用の状況を勘案し、前項の周辺地域の住民

の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村（保健所を設置する市を除

く。）の長が施設の周辺の土地利用の状況を勘案し別の定めによるべき旨の申出を

した場合には、当該申出に基づき、当該市町村の区域について、前二項の周辺地域

の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。 

 

（法第十三条第二項の申請書の添付書類） 

第十一条 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとす

る。 



一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

二 申請者が個人である場合には、住民票の写し 

三 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款 

四 施設の構造設備を明らかにする図面 

五 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録 

六 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び

その周知方法 

 

（法第十三条第二項第三号の申請書の記載事項） 

第十二条 法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとす

る。 

一 施設の名称及び所在地 

二 施設の構造設備の概要 

三 施設の各居室の床面積 

四 施設の各居室の設備及び器具の状況 

五 施設内の清潔保持の方法 

六 提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための

体制 

七 特定認定を受けようとする者の電話番号その他の連絡先 

八 施設のホームページアドレス 

九 滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法 

十 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先 

 

（法第十三条第五項の変更の認定の申請） 

第十三条 法第十三条第五項の変更の認定を受けようとする認定事業者（同条第四項

に規定する認定事業者をいう。第十六条において同じ。）は、あらかじめ、次に掲

げる事項を記載した申請書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ

ばならない。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類の変更を伴

うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 特定認定の年月日 

三 変更の内容 

四 変更の理由 

五 変更しようとする年月日  

 

（法第十三条第五項の変更の認定を要しない軽微な変更） 

第十四条 法第十三条第五項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの

とする。 

一 施設の名称又は所在地の変更（地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に

限る。） 

二 第十二条第七号又は第八号に掲げる事項に係る変更 

 

（法第十三条第七項の変更の届出） 

第十五条 法第十三条第七項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内



に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提

出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類

の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 特定認定の年月日 

三 変更の内容 

四 変更の理由 

五 変更の年月日 

 

（国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出） 

第十六条 認定事業者は、法第十三条第四項に規定する認定事業を廃止したときは、

その日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄す

る都道府県知事に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 特定認定の年月日 

三 廃止の理由 

四 廃止の年月日 


